
 令和８年４月１日 環地温発第 2604011 号 

 

人工光合成を含むＣＣＵサプライチェーン構築事業 

実施要領 

 

第１ 目的 

この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付要綱（平成 26 年４月

１日付け環地温発第 1404013号。以下「交付要綱」という。）第４条第７項の規定に基

づき、同条第１項第四号に掲げる事業の実施に関して必要な細目等を定めることによ

り、脱炭素社会の実現を図ることを目的とする。 

 

第２ 事業の実施方法等 

（１）対象事業の要件 

地域における二酸化炭素排出の削減に資する取組として、民間事業者が主体となって

実施する事業を補助する。補助の対象となる設備は、二酸化炭素分離回収設備及び二酸

化炭素利用設備（いずれも当該設備の機能に必要不可欠であり、一体として運用される

付帯設備を含む。）とする。 

以上を踏まえ、補助対象とする事業は、次の区分のいずれかに該当する取組とする。 

① ＣＣＵ導入促進補助事業 

地域でのＣＣＵ事業の事例形成、事業化のコスト低減、事例創出による波及を促進す

るために、自走に向かっているＣＣＵ技術・設備の導入を支援する事業 

② 地域での炭素循環事業モデル実証事業 

地域内で炭素を循環させるＣＯ2 地産地消型のＣＣＵの事業モデルの確立を目指し、

発電所や工場等の民間の中小規模排出源で排出されるＣＯ2 を回収し、ＣＣＵ製品製造

（合成燃料の製造を主とするものに限る）、地域での利活用を行うＣＣＵサプライチェ

ーンの構築の技術実証を行う事業 

 

（２）補助対象外経費 

  以下の経費は対象としない。 

ア 事業に必要な用地の確保に要する経費 

イ 建屋の建設（本事業の実施に伴い必要となる設備等の維持、管理に必要となる必要

最小限度のもので、専ら補助事業においてのみ使用し、他用途へ転用することがで

きないものを除く。）にかかる経費 

ウ 事業実施に携わる機関の事業内容に照らして当然備えているべき機器、汎用性の高

い備品等（パソコン、机、椅子、事務機器等）の購入費 

エ 学会、講演会等、事業に直接関係のない会議の参加のための旅費 



オ 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費 

カ 事業に係る特許出願料等の登録免許に関する経費 

キ 既存施設・設備等の撤去費 

ク その他、事業の実施に関連性のない経費 

 

（３）維持管理 

   導入した設備は、補助事業者の責任の下で適切な維持管理が講じられるものである

こと。また、導入に関する各種法令を遵守すること。 

 

（４）報告書の提出 

ア 事業継続に係る報告 

補助事業者は、翌年度も継続して補助事業を実施しようとする場合においては、継

続しようとする年度の前年度の３月末において見込まれる達成状況を、別途示す様式
※により報告し、継続の審査を受けることとする。 

イ 事業終了後に係る報告 

補助事業者は、補助事業の総事業期間（複数年度に亘り事業を実施した場合はその

最終年度）を終了した年度の翌々年度から５年間（ＣＣＵ導入促進補助事業について

は３年間）、開発・実証された成果の活用状況等を取りまとめた上、別途示す様式※

により毎年度、環境省が別途指定する期日までに報告することとする。 

 

※ 報告書の様式については、適宜、パワーポイント資料等の様式を指定する。 

 

第３ 収益納付 

   交付要綱第９条第１項第十三号の規定により環境大臣が事業報告書に基づき相当

の収益を生じたと認定した場合、補助事業者に対し、補助事業をすべて終了した年

度以降の３年間について、以下の算出式による収益納付額を国に納付させることが

できる。 

収益納付額＝（Ａ－Ｂ）×Ｃ／Ｄ－Ｅ 

Ａ：収益額（補助事業により取得した産業財産権等の譲渡、実施権の設定等による

収益のうち補助事業が寄与した部分の相当額から関係経費等を差し引いた額の

各年度の累計） 

Ｂ：控除額（補助事業に要した経費のうち自己負担額） 

Ｃ：補助金確定額 

Ｄ：補助事業に係る支出額（補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要

した経費の合計） 

Ｅ：納付額（前年度までに収益納付を行っている場合の当該納付額） 

 



（注１）相当の収益が生じた場合とは、収益額－控除額＞０の場合とする。 

（注２）収益額の計算に当たっては、産業財産権等に対する補助事業の寄与が一部であ

る場合には、公正妥当な寄与率を収益に乗じることとする。 

（注３）関係経費等には、当該産業財産権等に係る分として厳格に区分経理できる場合

に限り、必要に応じて当該産業財産権等に係る管理費等を含むことができる。 

（注４）補助事業が複数年度に亘る場合は、補助対象経費、補助金確定額、補助事業に要

した経費は各年度の累計とする。 

（注５）収益が少額の場合や当該年度の収益が赤字の場合は、納付を求めることにより補

助目的の阻害となる可能性もあるため、必要に応じて納付の猶予や免除を行うこと

ができる。 

附 則 

この実施要領は、令和８年４月７日から施行する。 


